
6月30日は

納期限納期限です 町・道民税 第1期

～ 202６年の納付期限一覧表～

第1期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

軽自動車税 6月1日

固定資産税 6月1日 7月31日 9月30日 1１月３０日

町・道民税 6月30日 ８月３１日 11月２日 12月25日

国民健康
保 険 税 7月31日 ８月３１日 9月30日 11月２日 1１月３０日 12月25日

後期高齢者
医療保険料 7月31日 ８月３１日 9月30日 11月２日 1１月３０日 12月25日

介護保険料 7月31日 ８月３１日 9月30日 11月２日 1１月３０日 12月25日

議　会

令
和
8
年
第
2
回

臨
時
会

　
5
月
15
日
に
令
和
8
年
第
2
回

月
形
町
議
会
臨
時
会
が
招
集
さ
れ

ま
し
た
。
審
議
さ
れ
た
内
容
は
次

の
と
お
り
で
す
。

■
令
和
8
年
度
月
形
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
1
号
）

□
歳
入
歳
出
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

16
万
8
，０
０
０
円
増
額
し
し

ま
し
た
。

総
額　

52
憶
6
，６
１
６
万
8
，

０
０
０
円

■
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

□
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
な

ど
の
圧
縮
に
使
用
す
る
た
め
、

北
海
道
市
町
村
備
荒
資
金
組
合

の
防
災
資
機
材
譲
渡
事
業
を
活

用
し
、
次
の
機
器
を
取
得
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

財
産
の
名
称　
圧
縮
梱
包
機

財
産
の
規
格　
圧
縮
梱
包
機
（
自

動
マ
ル
チ
コ
ン
パ
ク
タ
）

取
得
方
法　
防
災
資
機
材
譲
渡
事

業
に
基
づ
く
譲
渡
　

取
得
金
額　
1
，７
７
６
万
5
，０

０
０
円

契
約
の
相
手
方　
ナ
ラ
サ
キ
産
業

株
式
会
社
北
海
道
支
社
（
札
幌

市
中
央
区
大
通
西
7
丁
目
3
番

地
1
）

□
町
道
の
除
雪
作
業
・
草
刈
作
業

に
使
用
す
る
た
め
、
車
両
お
よ

び
装
置
を
取
得
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

財
産
の
名
称　
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪

車
お
よ
び
草
刈
装
置

財
産
の
規
格　
1
．5
ｍ\

８
０
０

ｔ
級
、
バ
ロ
ネ
ス
式

取
得
方
法　
指
名
競
争
入
札
に
よ

る
契
約

取
得
金
額　
4
，９
０
６
万
円

契
約
の
相
手
方　
北
海
道
川
崎
建

機
株
式
会
社
札
幌
支
店
（
北
広

島
市
大
曲
中
央
1
丁
目
27
番
地

2
）

■
月
形
町
固
定
資
産
評
価
員
の
選

任
に
つ
い
て

□
月
形
町
固
定
資
産
評
価
員
の
選

任
に
つ
い
て
次
の
方
が
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

まちの
お知らせ

住
所　
月
形
町
１
０
３
６
番
地
１

６
０

氏
名　
上
葛　
隆
治

■
次
の
事
業
お
よ
び
研
修
会
に
町

議
会
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た

□
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
制
定
20

周
年
記
念
事
業

場
所　
栗
山
町

期
日　
5
月
17
日
㈰

□
全
国
町
村
議
会
議
長
会
主
催

　
町
村
議
会
議
長
・
副
議
長
研
修

会
場
所　
東
京
都

期
日　
5
月
26
日
㈫
か
ら
27
日
㈬

くらし

不
法
投
棄
の
通
報
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
に
よ
り
廃
棄
物
の
不

法
投
棄
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
違
反
し
て
不
法
投
棄
し
た

場
合
や
投
棄
未
遂
が
発
覚
し
た
場

合
は
、
5
年
以
下
の
拘
禁
刑
も
し

く
は
1
，
０
０
０
万
円
（
法
人
は

3
億
円
）
以
下
の
罰
金
ま
た
は
こ

れ
ら
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
不
法
投
棄
は
、
豊
か
な
自
然
と

景
観
を
損
な
う
だ
け
で
は
な
く
、

地
下
水
の
汚
染
な
ど
生
活
環
境
に

被
害
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
り
ま

す
。
一
度
悪
化
し
た
環
境
を
元
に

戻
す
た
め
に
は
、
多
額
の
費
用
と

時
間
が
か
か
る
た
め
、
早
期
に
発

見
、
処
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
不
法
投
棄
の
現
場
を
見
か
け
た

と
き
は
、
住
民
課
生
活
環
境
係
ま

で
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

通
報
す
る
内
容

　
次
の
項
目
に
つ
い
て
、
分
か
る

範
囲
の
情
報
を
ご
提
供
く
だ
さ
い

○
発
見
日
時

○
発
見
場
所

○
投
棄
に
関
す
る
情
報
（
投
棄
日　

時
、
出
入
り
し
た
車
両
の
情
報
、

会
社
名
な
ど
）

○
土
地
に
関
す
る
情
報
（
土
地
の

形
状
、
所
有
者
や
使
用
者
の
情

報
）

○
現
場
の
状
況

○
通
報
者
の
氏
名
、
連
絡
先

※
匿
名
通
報
も
受
け
付
け
ま
す

通
報
・
問
合
せ
先　
住
民
課
生
活

環
境
係
☎
53
・
２
３
２
３

くらし

ス
ト
ッ
プ 

ザ 

不
法

電
波
！

　
免
許
を
受
け
て
い
な
い
無
線
局

の
電
波
（
不
法
電
波
）
は
、
携
帯

電
話
や
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
に
障
害

を
与
え
る
な
ど
、
日
常
生
活
に
悪

影
響
を
お
よ
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、

警
察
、
消
防
、
救
急
、
防
災
、
交

通
な
ど
、
人
命
や
財
産
に
か
か
わ

る
重
要
な
無
線
を
妨
害
し
て
、
私

た
ち
の
生
活
を
脅
か
し
ま
す
。

　
総
務
省
北
海
道
総
合
通
信
局
で

は
電
波
を
監
視
し
、
正
し
い
電
波

環
境
の
維
持
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
電
波
に
関
す
る
困
り
ご
と
や
ご

相
談
は
、
左
記
ま
で
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　
総
務
省
北
海
道
総
合

通
信
局
☎
０
１
１
・
７
３
７
・

０
０
９
９
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　町では、人に危害を及ぼす恐れのある蜂類の早期駆除と安全確保を目的として、
駆除にかかった費用の一部を補助しています。
〔補助の対象者〕
　町内に土地または建物を所有・賃借されている方で、
スズメバチなどの巣の駆除を依頼し、駆除された方
〔補助金額〕
　駆除にかかった費用の3分の2以内とし、1件当たり
10,000円を上限とします
〔申請方法〕
　下記の書類を住民課生活環境係に提出してください
　①補助金交付申請書
　②駆除作業前と後の現場写真
　③領収書の写し
　※補助金交付申請書は住民課窓口に用意してあります

町内では、次の事業所が駆除業務を行っています
　　　　　月形町高齢者事業団☎37・2777

申請・問合せ先 住民課生活環境係☎53・2323　Ｅメールjumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp

くらし

6
月
は「
不
正
改
造
車

排
除
強
化
月
間
」で
す

　
札
幌
運
輸
支
局
で
は
、
不
正
改

造
車
の
排
除
に
つ
と
め
て
い
ま
す

が
、
毎
年
6
月
を
「
不
正
改
造
車

排
除
強
化
月
間
」
と
し
て
一
層
の

強
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
暴
走
行
為
、
過
積
載
な
ど
を
目

的
と
し
た
不
正
改
造
車
は
、
安
全

を
脅
か
し
道
路
交
通
の
秩
序
を
乱

す
と
と
も
に
排
出
ガ
ス
に
よ
り
大

気
汚
染
、
騒
音
な
ど
の
環
境
悪
化

の
要
因
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
窓
ガ
ラ
ス
へ
の
着
色
フ
ィ
ル

ム
の
貼
付
、
ク
リ
ア
レ
ン
ズ
の
装

着
に
よ
る
灯
火
色
の
変
更
、
基
準

外
の
マ
フ
ラ
ー
の
取
付
け
な
ど
、

自
動
車
部
品
の
取
付
け
や
取
外
し

な
ど
に
よ
り
保
安
基
準
に
適
合
し

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
で

あ
る
と
の
認
識
の
な
い
ま
ま
に
改

造
を
行
っ
て
い
る
自
動
車
使
用
者

も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
注
意
が

必
要
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
不
正
改
造
の
防
止

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
き
、
そ
の
排
除
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　
北
海
道
運
輸
局
札
幌

運
輸
支
局
検
査
整
備
保
安
担
当

☎
０
１
１
・
７
３
１
・
７
１
６

８

　学童保育所（交流センター内）では、一時的な施設
の利用ができますので、ご希望の方は下記までお申し
込みください。
利用できる方
　保護者のけがや病気、出産、親族の介護などで一時
的に家庭での保育が困難な方、日中の就労により、家
庭での保育が困難な方
※継続して事業所などに雇用されている方は、通常保
育をご利用ください

利用可能日数
　各月10日間10日間まで（保護者のけがや病気、出産、親族
の介護等の場合）、就労による場合は各月5日間5日間まで

※就労による場合でも、夏・冬・春休み期間中は各月
10日間まで利用できます

※利用可能日数以上の利用を希望される場合は、通常
保育をご利用ください

保健福祉課保健係（保健センター内）☎53・3155
Eメール：hoken@town.tsukigata.hokkaido.jp

申 込 期 限
　利用希望日の8日前8日前まで
※けがや病気などの緊急の場合はご相談ください。長
期休業期間の利用の場合、休みに入る14日前14日前までに
お申し込みください

保育料など
　日額360円（別途運営費1日100円）
利用可能時間
　平日　12：00（下校時）～ 18：30
　土曜日・長期休業期間など　7：30 ～ 18：30
　（日曜、祝日を除く）

申込・問合せ先
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募集種目 受験資格 受付期限

航空学生

海：18歳以上23歳未満
の方

空：18歳以上33歳未満
の方（高卒または
高専3学年修了者見
込みの方含む）

8月28日

第2回
一般曹候補生 18歳以上33歳未満の方

（32歳の方は、採用予
定月の末日現在、33歳
に達していない方）

9月1日

第2回
2等陸・海・空士
（任期制自衛官）

8月5日

くらし

狂
犬
病
予
防
注
射

と
飼
い
犬
登
録
の

お
知
ら
せ

　
生
後
91
日
以
上
の
犬
に
は
、
一

生
に
一
回
の
登
録
と
年
に
一
回
の

狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
で
は
次

の
と
お
り
狂
犬
病
予
防
接
種
を
行

い
ま
す
の
で
、
動
物
病
院
な
ど
で

個
別
に
対
応
さ
れ
る
方
以
外
は
必

ず
接
種
を
受
け
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
各
会
場
で
飼
い
犬

の
登
録
手
続
き
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
新
た
に
犬
を
飼
わ
れ

た
方
や
ま
だ
登
録
し
て
い
な
い
方

は
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
・
場
所　
下
表
の
と
お
り

※
お
住
い
の
地
域
に
限
ら
ず
、
ど

の
会
場
で
も
接
種
が
可
能
で
す

注
射
・
注
射
済
票
交
付
手
数
料

　

3
，２
４
０
円
／
1
頭
（
注
射

料
2
，６
９
０
円
、
注
射
済
票
交

付
手
数
料
５
５
０
円
）、
登
録
手

数
料
3
，０
０
０
円
／
1
頭

そ
の
他　

・
死
亡
や
譲
渡
な
ど
で
犬
を
飼
育

し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
左
記

問
合
せ
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

・
交
付
さ
れ
る
鑑
札
や
注
射
済
票

は
、
犬
の
首
輪
な
ど
に
必
ず
装

着
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
先　
住
民
課
生
活
環
境
係

☎
53
・
２
３
２
３

実
施
内
容　
精
神
科
医
師
と
の
面

接
相
談

申
込
方
法　
実
施
日
前
日
の
正
午

ま
で
に
、
申
込
先
に
電
話
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い

そ
の
他　
保
健
師
と
の
電
話
や
対

面
で
の
相
談
は
、
随
時
行
っ
て

い
ま
す
（
平
日
午
前
9
時
～
午

後
5
時
）

申
込
・
問
合
せ
先　
岩
見
沢
保
健

所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

（
岩
見
沢
市
8
条
西
5
丁
目
）

☎
20
・
０
１
２
２

■狂犬病予防注射・飼い犬登録日程表
月日 時間 実施場所

6
月
18
日
㈭

6：30～ 8：30 役場駐車場
（博物館裏の旧JR線路側の車庫前）

9：00～10：00 札比内コミュニティセンター前

10：10～10：50 北農場行政区防災備蓄庫前
（北農場公住近くの交差点付近）

11：00～12：00 総合体育館前

13：30～14：30 役場駐車場
（博物館裏の旧JR線路側の車庫前）

14：40～15：00 知来乙駐車公園

15：10～15：30 南地区広域集落会館前

15：40～16：00 旧昭栄開拓婦人ホーム前

16：10～17：00 役場駐車場
（博物館裏の旧JR線路側の車庫前）

健　康

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
岩
見
沢
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ

の
健
康
問
題
を
抱
え
る
人
や
そ
の

家
族
な
ど
に
対
し
て
、
2
カ
月
に

一
度
、
精
神
科
医
師
に
よ
る
こ
こ

ろ
の
健
康
相
談
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

日
時　
6
月
19
日
㈮
午
後
1
時
～

午
後
3
時

実
施
場
所　
岩
見
沢
保
健
所

進
協
会
（
事
務
局
・
総
務
課
危

機
管
理
係
）
☎
53
・
２
３
２
１

催　し

第
42
回
町
民
交
通

安
全
パ
レ
ー
ド
に
つ

い
て

　
第
42
回
町
民
交
通
安
全
パ
レ
ー

ド
が
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
雨
天
の
場
合
は
、
中
止

と
し
、
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

日
時　
6
月
26
日
㈮
午
後
1
時
30

分
か
ら

場
所　
月
形
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

内
容　
国
道
で
の
旗
の
波
に
よ
る

交
通
安
全
啓
蒙
な
ど

問
合
せ
先　
月
形
町
交
通
安
全
推

8866 月月広報つきがた� ２０２６広報つきがた� ２０２６



　令和8年7月1日㈬より、おでかけハイヤー
が、平日とともに土日祝日も利用可能とな
ります。
　また、目的施設を追加し、さらに便利に
なりますのでご利用ください。
開始日時　7月1日㈬から
利用曜日　全日
　　　　　（月曜日から日曜日）
利用時間　9:00 ～ 17:00
※はーとハイヤーが運休の日は利用不可
追加施設　月形町図書館

おでかけハイヤーの
制度の変更について

【問合せ先】
企画振興課地域振興係☎ 53・2325

【問合せ先】
企画振興課地域振興係☎ 53・2325

【東
ひがしつじ

辻 由
ゆ か

香隊員】
出身地：東京都
経　歴：沖縄県と北海道で10年以上、

生花業務やブライダルフラワ
ー業務を経験。

　　　　現在は、自然色彩や植物をテ
ーマにキャンドル制作や販売
をしています。

～目標・抱負など～
　北海道へ移り住んでから、花を育てる生産者の方々と出
会う機会があり、花農家さんのことをもっと知りたいと思
うようになりました。これまでの花を通した活動や、現在
行っているキャンドル制作を通して、地域おこし協力隊と
して関わることでさらに活動の幅を広げ、花のある暮らし
や体験を通して月形町の花の魅力を町内外へ伝え、人と地
域を繋げていけると考えています。
　これからどうぞよろしくお願いいたします。
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▲尾崎美世子さん
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開　館　日 時　　間
月～金曜日

                 ※夏休み期間（7/22 ～ 8/19）
15：00 ～ 19：00
13：00 ～ 19：00

土・日曜日 10：00 ～ 17：00
最終入場は閉館20分前まで

【利用料金】
　 幼児 小中学生 高校生 一般

当日券 100円 150円 220円 270円
回数券（10回） 880円 1,320円 1,760円 2,200円

【利用上の注意】窓口で確認してください。

【開館期間】　6月27日㈯～ 9月6日㈰

問合せ先 教育委員会社会教育係☎ 53・3443　E メール :syakyo@town.tsukigata.hokkaido.jp

問合せ先 経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係☎ 011・251・3896
企画振興課商工観光係☎ 53・2325　Ｅメール：shoko@town.tsukigata.hokkaido.jp

福　祉

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

ご
存
じ
で
す
か

　
障
が
い
が
あ
る
方
な
ど
が
使
用

で
き
る
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
や
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で

す
か
。

　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
、
外
見
か
ら

は
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
方
が
身
に

着
け
る
こ
と
で
、
周
囲
の
方
に
配

慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
せ
、
援
助
を
得
や
す
く
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
ま
た
、
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
は
、
災
害
時
や
緊
急
時
な

ど
、
周
囲
の
方
に
助
け
を
求
め
た

い
時
に
提
示
す
る
た
め
の
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
配
布
場
所
な
ど
は
次
の
と
お
り

で
す
。

配
布
場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

配
布
方
法　
氏
名
や
障
が
い
の
有

無
な
ど
に
つ
い
て
記
載
し
て
い

た
だ
き
、
そ
の
場
で
お
渡
し
し

ま
す

料
金　
無
料

配
布
時
間　
平
日
午
前
8
時
30
分

か
ら
午
後
5
時
15
分
ま
で

問
合
せ
先　
保
健
福
祉
課
地
域
福

祉
係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

53
・
３
１
５
５

〇町民の皆さんへ
　月形町では、北海道と連携しUIJターンによる移住・就業を支援する制度を実施しています。
　東京都から月形町へ移住し、北海道が運営する「マッチングサイト」に掲載されている法人へ就業した
方などに、移住支援金を支給します。
支援金額　単身で移住：60万円　　世帯で移住：100万円
　18歳未満の子どもを帯同する場合：1人につき最大100万円を加算
〇町内事業者の皆さんへ
　ＵＩＪターン新規就業支援事業では、北海道が運営する「マッチングサイト」への求人掲載が可能です。
　このサイトに掲載された求人は、移住支援金の対象となるため、求職中の方からの注目度が高まります。
マッチングサイトのメリット
　・北海道が運営する公的な求人サイトで、掲載料は無料です
　・掲載した求人は、大手民間求人サイトにも無料で公開されるため、事業者にとっても

負担が少ないです
　求人掲載や制度の詳細は、右記QRコードからご確認ください。

UIJ ターン新規就業支援事業について

詳細はこちらから

101066 月月広報つきがた� ２０２６広報つきがた� ２０２６



　浄化槽設置者には、浄化槽の維持管理が適切に行

われているか、また浄化槽の機能が正常に働いてい

るかを判断するため、定期的な保守点検や清掃とは

別に、知事が指定した検査機関による年1回の「法定

検査」が義務付けられています。

問合せ先
住民課生活環境係☎53・2323

Eメール jumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp

知事指定検査機関
公益社団法人　北海道浄化槽協会

☎011・823・4755

検査の申し込み先はこちら

浄化槽の法定検査を浄化槽の法定検査を
受けましょう受けましょう

　ごみなどを野外で燃やす行為、いわゆる「野焼き」
は法律で禁止されています。ごみを燃やすと煙や悪
臭による住民トラブルや生活環境の悪化を招くだけ
ではなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生さ
せ、健康にも悪影響がでます。
　家庭などから出たごみは、正しく分別して、指定
された日にごみ集積場所に出してください。

問合せ先
住民課生活環境係☎53・2323

Eメール jumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp

申請・問合せ先 総務課危機管理係☎ 53・2321　E メール :kikikanri@town.tsukigata.hokkaido.jp

防災士の資格を取りませんか防災士の資格を取りませんか

　町では、地域における防災力の向上の担い手となる人材の育成を図り、「地域の防災意識の向上」「自主
防災組織の設置」「災害に強いまちづくりを推進」をするため、「防災士」の資格取得の補助を行っています。
防災士資格取得補助制度の概要
　防災士は、ＮＰＯ法人日本防災士機構の認定資格です。
補助対象者
　・月形町に住所を有する方
　・行政区・町内会・職場から推薦を受けた方
　・資格取得後、5年以上居住し地域の防災リーダーとして活動する方
補助金　受講料・試験受験料・登録料の全額を補助します
手続き
　①町に補助金の交付申請を行います
　※申請には、行政区などからの推薦書が必要です
　②町から補助金を交付します
　※補助金は、事前に全額概算払します
　③防災士の登録後、町に補助金の実績報告書を提出してください
補助金申請　7月15日㈬までに総務課危機管理係へ
　※補助金申請と同時に研修講座受講申込となります
防災士資格取得の方法
資格取得方法　日本防災士機構が認証した機関が実施する防災士研修講座を受講し、同機

構が実施する試験に合格後、救急救命講習を受け登録となります。
研修講座日程　10月3日㈯～ 4日㈰
研修講座場所　札幌市中央区北4条西5丁目1アスティホール

－資格取得費用を補助します－－資格取得費用を補助します－

詳細はこちらから
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１線延長！すべてをか
けろ！

～消防団の甲子園～ 

問合せ先 消防月形支署☎ 53・2154　E メール：shobo@town.tsukigata.hokkaido.jp

　今回の月形消防団のスローガン「１
線延長！すべてをかけろ！『消防団
の甲子園』」のもと、団員一人一人が
高い意識を持ち、地域防災の担い手
として日々の訓練に取り組んでいま
す。
　ポンプ操法で培われる技術や連携
は、実際の災害現場における迅速か
つ的確な対応に直結するものであり、
地域の安全・安心を守る大きな力と
なります。

　町民の皆さんにおかれましては、訓練期間中の活動にご理解いただくとともに、月形消防団への温か
いご声援をよろしくお願いします。

　月形消防団では、7月17日に開催さ
れる北海道消防操法訓練大会に向け、
団員一丸となって日々訓練に励んで
います。
  本訓練の開始にあたり、先日、月
形支署にて結団式が行なわれました。
出場隊員の士気高揚と大会に向けた
意思統一が図られるとともに、関係
者からの激励の言葉が寄せられ、団
員は大会に向けて気持ちを新たにし
ました。

班長（公務員）
　  山口　浩司

団員（農業）
　  齋藤　充哉

団員（会社員）
　  岡戸　瞭佑

団員（団体職員）
　  皆月　英夫

団員（農業）
　  山田　直樹

団員（団体職員）
　　 辻　裕哉

団員（公務員）
　  金山　竜司

▲ QR コードから
ホームページもチェック！
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■6月に保険料額をお知らせします

後期高齢者医療制度のお知らせ
～令和8年度の保険料のお支払い～

令和8年度の保険料につきましては、6月に個別に
お知らせします。≪保険料の計算方法≫

①基礎賦課額（以下「医療分」とします。）

②子ども・子育て支援納付金賦課額（以下「子ども分」とします。）

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和7年中の所得－最大43万円）×11.61％

1年間の保険料
【限度額85万円】
（100円未満切捨）

＋ ＝均等割
【１人当たり保険料】

59,963円

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方
※令和8,9年度医療分について、7割軽減に該当するかたは、国からの交付金により更に0.2割の減額を行っています

※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます

◆保険料の軽減
①均等割の軽減（年額）

●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります
●昭和36年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに
　15万円を引いた額で判定します

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がか

からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります（52,048円→26,024円）
　（医療分：59,963円 → 29,981円、子ども分：1,364円 → 682円）
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保

険などは含まれません

◆保険料のお支払い方法
　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。（申し出によって「口座振替」も可能）ただし、次の⑴～⑶のい
ずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合
令和7年度

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）
43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）
43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）

7割
5割
2割

（1)介護保険料が「年金天引き」されていない方
     （年金額が年額18万円未満の方）

（2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引
きされている年金受給額の半分を超える方

(３)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意※
国民健康保険料(税)の口座振替
は自動継続されません。

再度、住民課税務係へ申し出を
行ってください。

住民課戸籍保険係☎53・2323 ／北海道後期高齢者医療広域連合☎ 011・290・5601問合せ先

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和7年中の所得－最大43万円）×0.28％

1年間の保険料
【限度額2万1千円】
（100円未満切捨）

令和8年度
年間保険料

＋ ＝均等割
【１人当たり保険料】

1,364円
○1年間の保険料の上限額は、医療分85万円、子ども分2万1千円の計87万1千円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引い

たものです
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります

＝
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